
別添１

令和５年度外国人留学生への奨学金支給支援事業補助金申請案内

＜事業の概要＞
外国人留学生が介護福祉士の資格を取得し、県内で介護業務に就労することを支援する

ために、介護施設等が実施する外国人留学生に対する奨学金等の支給について支援を行う
制度です。

＜補助対象事業者＞
県内に所在する介護保険法（平成９年法律第123号）に基づく指定介護サービス事業所

又は施設を開設する者とします。（以下「介護サービス事業者」といいます。）

＜補助対象経費＞
介護サービス事業者が、介護福祉士として県内で介護業務に従事することを目指す日

本語学校及び介護福祉士養成施設の留学生に対して、当該年度に貸与又は給付する奨学金
等の一部を補助します。
補助金額は補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に1/3を乗じ

て得た額とします。（1,000円未満に端数が生じた場合には、これを切り捨てます。）

１ 日本語学校（日本語学校の補助対象期間は１年以内となります。）

補助対象経費 補助基準額 備考

（1）学費 年額60万円

（2）居住費などの生活費 年額36万円 民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費
等の日常生活上で継続的に発生する経費。

２ 介護福祉士養成施設（介護福祉士養成施設の補助対象期間は、正規の修学期間となり
ます。）

補助対象経費 補助基準額 備考

（1）学費 年額60万円

（2）入学準備金 20万円 1回限り

（3）就職準備金 20万円 1回限り

（4）国家試験受験対策費用 4万円 1年度

（5) 居住費などの生活費 年額36万円 民間賃貸住宅の家賃のほか、食費・光熱費
等の日常生活上で継続的に発生する経費。

※介護福祉士修学資金貸付事業など類似の奨学金制度を受けており、本事業の補助対
象経費と重複する場合は補助対象としません。
※ 令和５年度中に支給する令和６年度分の奨学金も対象となります。

＜交付申請書提出書類＞
① 補助金交付申請書（交付要綱別記様式第３号）
② 外国人留学生への奨学金支給支援事業 補助金所要額調書（別紙様式１）
③ 外国人留学生への奨学金支給支援事業 補助金所要額内訳書（別紙様式２）
④ 外国人留学生への奨学金支給支援事業 補助対象者個票（計画）（別紙様式３）
⑤ 歳入歳出（見込）予算書
⑥ 暴力団排除に関する誓約書（交付要綱別記様式第３号 別紙３）
⑦ 在留カードの写し
⑧ 日本語学校又は介護福祉士養成施設に在籍中であることを証する書類
⑨ 基金事業者が定める奨学金等貸与（給付）規定
※ 補助金交付要綱、補助金実施要領、申請様式等は群馬県ホームページからダウンロ
ードできます。
群馬県ＨＰトップページで「令和５年度外国人留学生への奨学金支給支援事業につ

いて」と検索してください。



＜手続きの流れ＞

１ 交付申請書の作成
★ 県ホームページより補助金交付要綱、実施要領をダウンロードし、補助要件
や申請書類を確認してください。様式ファイルもホームページからダウンロー
ドできます。

★ 本補助金は、今年度中に貸与又は給付が完了した奨学金が補助金の対象となり
ます。

２ 交付申請書の提出
★ 令和５年４月１日以降に、県健康福祉課福祉人材確保対策室へ交付申請書を提
出してください。

※ 申請書は随時受け付けます。
下記メールアドレス宛に申請書類をご提出ください。

※ 交付申請書の提出に当たっては、原則として、交付決定前に貸与又は給付した
奨学金は補助対象となりません。交付決定前に事業を着手する場合には、事前に
ご連絡ください。

３ 交付決定
★ 県が申請書の内容を審査し、交付決定通知書を送付します。

４ 補助（基金）事業の実施
★ 外国人留学生に奨学金を貸与又は支給します。
※ 令和６年３月３１日までに奨学金の貸与又は給付が完了することが補助金支給
の要件となります。

５ 実績報告書の提出
★ 奨学金の貸与又は給付が全て完了したら、10日以内に実績報告を提出します。

６ 補助額の確定・補助金の支払い
★ 県が実績報告の内容を確認し、補助額を確定した上で補助金を支払います。

７ 補助金の返還（外国人留学生から奨学金等が返還された場合のみ）
★ 外国人留学生から奨学金が返還された場合は、県に補助金相当額を返還します。

※ 予算額を超える申請があった場合は、先着順とし、申請書受付を早期に終了する場合
があります。

お問い合わせ先 群馬県健康福祉部健康福祉課福祉人材確保対策室人材確保係
電話：０２７－２２６－２５６４
メールアドレス：kaigo-kakuho@pref.gunma.lg.jp

※上記は令和５年４月１日からの問い合わせ先になります。
令和５年３月３１日までは、介護高齢課介護人材確保対策室人材確保係が対応し
ますが、連絡先は上記と同じです。


